登米市病院事業 財務会計システム更新業務 技術提案依頼書

平成２３年１０月
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はじめに

この提案依頼書は、ベンダー各社に対し登米市病院事業財務会計システムの更新業務を委託するにあたり、委託先を選定するためのものです。

登米市病院事業では、平成１７年４月の合併からシステムの使用期間が７年目を迎えたことと、平成２５年４月改正予定になっている地方公営企業会計制度の見直しへの対応を行う必要があることから、財務会計システムの更新について検討しております。

貴社におかれましては、本提案依頼書に記載されている「システム更新上の前提事項」、「提案依頼事項」及び別添各機能要件（基本・業務別機能要件書）を満たした提案を行っていただくことを求めるものです。

なお、提案・見積りに関しては、下記の別紙資料を参考としてください。

【別紙資料一覧】
1 運用事業形態（ネットワーク接続施設）　（別紙１）
2 更新ハードウェア構成　　　　　　　　　（別紙２）
3 見積書　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３）
　システム更新上の前提事項

以下はシステム更新上の前提事項です。提案に当たっては、これらを踏まえた提案とすること。

・提案の範囲

　既に整備済みの登米市内部情報系ネットワークで運用する病院事業会計、老人保健施設事業会計の以下のシステム構築
　　　①財務会計基本システム（公営企業会計）
　　　②予算編成システム

　　　③固定資産管理システム

　　　④企業債管理システム

　　※２事業とも本局、拠点間の連結会計に対応すること。

　
・システム構築方式

　　パッケージ導入方式

　＊提案事業者がパッケージシステムをもとに、機能要件に沿ったソフトウェア、ハードウェアを導入して構築を行う。
・システム運用方式

システムの操作説明、障害時の対応、システム保守管理を提案事業者が行うものとする。
・システム稼働時期
　平成２４年４月稼働とする。

・契約期間及び方法
　平成２４年４月～平成２９年３月までの５年間とし、保守料を除くシステム導入費用についてはリース会社を通じてリース契約を締結する。
１　提案依頼事項
提案書には以下の項目について明記すること。

(1) 会社概要


(2) 提案の範囲


(3) 貴社の実績


(4) 提案するアプリケーションの特徴


(5) 業務アプリケーション別機能


(6) システム構成


(7) システム移行


(8) データ移行


(9) 工程計画


(10) 推進体制


(11) 品質・性能


(12) 運用サポート・保守体制
(13) セキュリティ対策
(14) 納入物・成果物


(15) 費用見積

また、提案書の構成が依頼した順序と一致しない場合は、索引を付すこと。

２　提案依頼事項の詳細
原則として、提案は「１．システム更新上の前提事項」を踏まえ、本項の要件を満たすこと。なお、提案内容が本項記載の要件を満たさない場合には、発注者が採用可能な代替案を提示すること。

(1) 会社概要

企業名、本社所在地、設立年月、資本金、会社の来歴を示すこと。また、以下の項目についても記載すること。
1 会社従業員数及び本業務に関わるＳＥ職の人数
2 保守サービス拠点

3 取得している公的資格及びセキュリティ、システム品質に関する資格等

4 自治体や自治体病院顧客数
＊子会社、代理店等によるシステム構築を想定している場合は明記し、上記項目を含めた記載とすること。
(2) 提案の範囲

・貴社が今回の提案に含めた業務範囲について
・病院事業会計、老人保健施設事業会計の区分方法について

・本局、拠点間の連結会計について
(3) 貴社の実績

以下の項目を記載すること。

・ ５年以内の自治体や自治体病院におけるシステムの構築実績（全国）

・ ５年以内の自治体や自治体病院におけるシステムの構築実績（県内）
(4) 提案するアプリケーションの特徴
以下の項目を記載すること。

1 製造・開発元

2 全体概要及び他社同等アプリケーションに対する優位点

3 公営企業会計制度の見直しへの対応について
4 提案者と製造・開発元の関係（技術情報の開示・不具合発見時の対応などにおける関係）

5 現在の利用顧客（自治体病院、公的病院を記載）

6 開発時期、バージョンアップの来歴と考え方（ＯＳ、ＩＥ等の更新に対応する期間など）
(5) 業務アプリケーション別機能

・業務別の提供機能を記載すること。なお、記載については以下の項目に留意すること。
① 業務毎に定義した別添「業務別機能要件書」について、貴社が提案するパッケージシステムでの対応の可否を記述し、提出すること。
② 別添｢業務別機能要件書｣は、システム更新に際し、当局が求める各業務システムに対する要件を定義したものである。項目毎に機能を有しているもので、＜標準機能＞には「◎」、＜オプションでの対応＞には｢○｣、＜カスタマイズでの対応＞可能なものについては｢▲｣を記入し、別途かかる経費を費用欄に記載すること。また、機能を有していないもの＜対応不可＞には｢×｣を記入すること。
③ ＜対応不可＞の項目については、その理由を備考欄に記載すること。また、代替案、特筆すべき内容がある場合は、備考欄に記載すること。

(6) システム構成

・提案システムのソフトウェア構成（サーバOS、通信ソフト、バックアップソフト、仮想化ソフト、クライアントOS等）、ハードウェア構成（構成図・イメージ図など）についての考え方・動作環境を記載すること。

ただし、構成については別紙「業務別機能要件書」の要件を満たすこと。
①ネットワークは現有機器の使用を基本とし、登米市情報系システムの環境　設定を当市で行うので、その環境下でのシステム設定を行うこと。

　なお、登米市情報系システムはWindows7及びInternet Explorer8までの環境で稼動が可能である。

②ウイルス対策ソフトは当市で導入設定を行うので、提案内容に含めなくて良いこと。
③サーバはラックマウント型とし、既存ラックの空きスペース（サーバスペース５Ｕ、ＵＰＳスペース２Ｕ）を活用すること。

　但し、上記の空きスペースで不足する場合は、新たにラックを準備すること。

(7) システム移行

・システム移行の考え方（手法、期間）について記述すること。ただし、以下の要件を満たすこと。
　①各アプリケーションの設定については提案者が行い、並行稼働を考慮し行　うこと。（端末等を含む）
　②旧システムの運用停止時期と考え方について明記すること。
(8) データ移行
	種類
	対象データ
	移行範囲

	財務会計
	勘定科目、予算科目
	全件

	
	前年度繰越データ
	全件

	
	過年度未収金データ
	全件

	
	過年度未払金データ
	全件

	
	預り金繰越データ
	全件

	
	経過勘定繰越データ
	全件

	
	債権者等取引先マスタ
	全件

	
	銀行マスタ
	全件

	
	
	

	予算編成
	予算科目
	全件

	
	当初予算データ
	全件

	
	
	

	
	
	

	固定資産
	固定資産登録データ
	全件

	
	過去の償却データ
	全件

	
	取引先マスタ
	全件

	
	設置場所、部門マスタ
	全件

	
	備考コメント情報
	全件

	企業債
	企業債データ
	全件

	
	借入先マスタ
	全件

	
	
	

	
	
	


・想定する最低限の移行範囲は上記のとおりであるが、その他にシステム稼動上で必要なデータがあれば、それらも含めてデータ移行の考え方について具体的に提案すること。なお、以下の項目についても明記すること。
1 電子データとして移行できない場合の移行方法
　　　　　　　※パンチ入力による移行の場合は提案業者が行うこと。
②データ照合作業に関する考え方と担当職員の作業負担軽減についての考え方
(9) 工程計画

・システム稼働時期を考慮し、提案システムの構築にかかる作業スケジュールを記載すること。（詳細工程、期間、職員作業負担や内容・期間、職員研修など）
(10) 推進体制

・提案システムの構築・運用にあたり、推進・管理体制及びその手法を記述すること。

ただし、以下の要件を満たすこと。

1 ２名以上の担当者がシステム構築準備のため、財務分科会等に参加し、会議及び業務間の調整を行うこと。
2 想定しているプロジェクトメンバ（プログラマ、パンチャーは除く）全員を明らかにし、役割（プロジェクトリーダーなど）や経験年数を記載すること。

(11) 品質・性能

・提案システムの品質・性能や運用（品質維持）等について記述すること。なお、以下の要件を満たすこと。
①端末からの処理要求に対し全運用時間帯において遅滞なく応答する処理能力を有すること。

②各端末からの分散入力に対してもデータの整合性を維持すること。

(12) 運用サポート、保守体制
・運用サポート、システム保守体制について記述すること。また、以下の点についても示すこと。
①操作研修の実施方針やマニュアルの提供について
②障害発生時の対応方法や有効な手段について。

③サーバ運用管理の自動化について（バックアップの方法等）

④法改正等における対応（情報提供等）や費用負担の考え方。

⑤契約満了時におけるデータ取出しについての考え方。
＊障害発生時を含め保守作業を必要とする際にソフトウェア・ハードウェアを問わず迅速な対応が可能な体制を敷くこと。（保守実施主体は構築事業者とする）
(13) セキュリティ

・セキュリティについての考え方を記述すること。なお、以下の要件を満たすこと。
1 サーバのアクセス管理

サーバへのアクセスについては、管理アカウントをパスワードとともに厳密に設定できるものとし、外部からのリモート接続も可能とするが、常時接続はできないものとする。
2 利用記録（ログ）

ログの管理ができること。

3 システム利用のユーザー管理

提案システムについては、職員のユーザーＩＤをパスワードとともに管理し、業務処理ごと、ユーザーごとのアクセス制限を設けることができること。
4 障害発生時の復旧
サーバについては、冗長化を含め障害発生時に迅速に復旧できる構成とする。

(14) 納入物・成果物

・提案システムの導入に際し、以下の成果物を必須とするが、納入の可否について記述すること。なお、納入時期については別途指定する。
1 ソフトウェア関連
・システム機能説明書(パッケージソフト仕様)
・詳細設計書(カスタマイズ仕様)
・外部インタフェースファイル仕様書
・画面一覧
・帳票(通知書)一覧
・テスト仕様書
・テスト結果報告書
・質問回答票
・移行データ仕様書
・並行稼働期間限定処理説明書
・プログラム(ロードモジュール)
・研修実施報告書
2 ハードウェア関連

・ハードウェア一式および付属品
3 マニュアル

・研修用マニュアル
・操作マニュアル
・運用マニュアル
・障害時対応マニュアル
4 その他

・各種会議における議事録
(15) 費用見積

・提案システムの導入及び運用・保守等すべての費用について記述すること。また、具体的なコスト低減策も考慮すること。

1 アプリケーション費用
　（ライセンス費用等含む）
2 カスタマイズ費用
　（システム別機能要件での指定以外に、通常行うカスタマイズ（帳票関　

　　係等）も含めること。）
3 ハードウェア費用

4 搬入現調費
　（設置、インストール、セットアップ等）

5 ソフトウェア保守費用（５年間）

6 ハードウェア保守費用（５年間）
7 教育研修費、運用サポート費用

8 移行データ取込費用

費用内容は、移行データ仕様作成・移行データ取込・取込データチェックとする。なお、移行データ作成（旧システムからのデータ取り出し）についての費用は含まない。

9 その他上記以外に発生する費用
○別紙様式（登米市病院事業 財務会計システム更新業務 費用見積書）に記述するものとし、任意様式により積算明細を提出すること。
○見積書及び積算明細については、プレゼンテーション審査時（別途通　知）に提出すること。
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